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会  議  録 
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第167回豊島区都市計画審議会 

事務局（担当課） 都市整備部都市計画課 

開 催 日 時 平成27年9月7日 月曜日 18時～20時 

開 催 場 所 豊島区役所 509・510号室 

 

議 題 

 

報告１ 東京都市計画 地区計画等の原案について 

（補助81号線沿道巣鴨・駒込地区） 

報告２ 東京都市計画 地区計画等の原案について 

（上池袋二・三・四丁目地区） 

報告３ 東京都市計画 地区計画等の原案について 

（池袋本町地区） 

報告４ 東京都市計画 地区計画等の原案について 

（補助172号線沿道長崎地区） 

報告５ 東京都市計画 地区計画等の案について（造幣局地区）  
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建築審査担当課長  学習・スポーツ課長  施設計画課長  防災危機管理課

長  

事 務 局 都市計画課都市計画担当係長（都市計画）  同主事  



2 

（開会 午後６時００分） 

都市計画課長 それでは、皆様、こんにちは。お忙しい中お集まりいただきまして、

ありがとうございます。定刻となりましたので、ただいまより、第１６７

回豊島区都市計画審議会を開催いたしたいと思います。  

進行につきましては、会長、よろしくお願いいたします。  

会  長  皆様こんにちは。どうもお忙しいところ、ありがとうございます。  

      それでは、議事次第、日程に従って進行してまいりたいと思います。  

      まず、最初に、本日の委員の出欠について事務局より説明をお願いしま

す。 

都市計画課長 委員の出席の前に、まず、委員の交代につきましてご報告をさせてい

ただきたいと思います。 

      本日欠席でございますけれども、池袋警察署長にご就任されました、池

田行雄様でございます。任期につきましては、豊島区都市計画審議会第４

条第１項に基づき、前任者の残任期間ということでお願いをすることとな

っております。 

      また、欠席でございますけれども、本日、長倉委員、秋田委員、白井委

員、渡邊裕之委員、池田委員、中村委員より欠席のご連絡をいただいてお

ります。 

      なお、本日の審議会でございますけれども、委員の半数以上の出席をい

ただいておりますので、都市計画審議会条例第７条第１項に規定する定足

数を満たしております。よろしくお願いいたします。  

会  長  ６人ですね。 

都市計画課長 はい。 

会  長  でも、定足数に達しておりますので開催させていただきたいと思います。  

      それでは、本日の議事について説明をお願いいたします。  

都市計画課長 本日の議事でございますけれども、東京都市計画、地区計画等の原案

について、補助８１号線沿道巣鴨・駒込地区、上池袋二・三・四丁目地区、

池袋本町地区、補助１７２号線沿道長崎地区及び東京都市計画、地区計画

等の案について、造幣局地区の以上報告５件でございます。  

会  長  ありがとうございます。本日は、審議事項はなくて報告事項ということ

ですけれども、５件ですので、テキパキと進められればと思っております。  

      それでは、本日の審議会の傍聴希望ですが、本日、傍聴希望者はおられ
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ますか。 

都市計画課長 はい。本日は傍聴の希望の方はいらっしゃいます。委員長、入室して

いただいてよろしいでしょうか。  

会  長  傍聴希望者がおられるということですが、特に公開しない理由もないと

思いますので、よろしいでしょうか。  

（異 議 な し） 

会  長  はい。ありがとうございます。  

      それでは、入室をお願いいたします。  

（傍 聴 者 入 室） 

会  長  それでは、事務局より本日の資料の説明をお願いしたいと思います。  

都市計画課長 さて、資料でございますけれども、事前に送付をさせていただいてお

りますが、それについては、本日ご持参いただいていますでしょうか。  

      また、まことに申しわけありませんが、一部訂正ということで差し替え

分を本日机上に配付をしております。申しわけありませんが、資料の差し

替えということでお願いをできればと思います。  

      差し替えの資料でございますけれども、報告１の巣鴨・駒込地区につき

ましては資料１、３、４。  

      報告２、３の上池袋地区・池袋本町地区については資料の１と資料の３、

資料の第１号と第３号。 

      報告４の長崎地区につきましては、資料の第１号、第３号、第４号とい

うことで、申しわけございませんけど差し替えということでお願いをでき

ればと思います。よろしくお願いいたします。 

会  長  よろしいでしょうか。一応、クリップどめでまとめていただいていたは

ずなんですけど、まだ、皆さんのお手元でばらけてしまったかもしれませ

んが、枝番で地区ごとになっておりますので、補助８１号線が枝番１です

かね。そういうふうになっておりますので、よろしくお願いいたします。 

      それでは、以上につきまして差し替えをお願いしつつ、それでは、まず、

最初に報告の１～４を説明していきたいというふうに思っています。  

      東京都市計画地区計画等の原案について、補助８１号線沿道巣鴨・駒込

地区。同じく上池袋二丁目・三丁目・四丁目地区。同じく池袋本町地区。

そして、同じく補助１７２号線沿道長崎地区についてでございます。  

      それでは、以上、報告１～４につきましてご説明をお願いしたいと思い
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ます。 

地域まちづくり課長 それでは、私のほうからご説明をさせていただきます。本日は

地区計画の原案の説明でございますが、その前に、素案の説明等をさせて

いただいて、メーンの原案の説明のほうに移らせていただきたいと思って

おります。 

      それでは、資料でございます。報告１～４と番号を付しております共通

の資料をお取り上げください。「特定整備路線沿道地区地区計画等の概要

について」というタイトルの資料となります。  

      大変、資料が多く、また４地区にわたっておりますので、少し説明が長

くなることをご了解いただきたいと思います。よろしいでしょうか。 

（異 議 な し） 

地域まちづくり課長 それでは、まず、概要でございますが、１番のこれまでの経緯

といたしましては、平成２４年１月の、木密地域不燃化１０年プロジェク

ト実施方針が東京都から示されておりまして、区ではアンケート調査や説

明会など、地域の方々のご意見を伺う機会を重ねてきております。本日ご

審議いただきます地区計画の検討につきましても、平成２７年の３月に開

催いたしました各地区まちづくりルール（地区計画等）の検討案に関する

説明会において、アンケート調査などの結果を踏まえまして、まちづくり

方針の検討案として地域にご説明をし、また、本年６月から７月には、地

区計画の素案に関する説明会と意見募集を行い、検討を重ねてきたものと

なっております。 

      これらの成果として、その下の囲みの部分でございます。平成２７年８

月決定と、「特定整備路線沿道まちづくり方針」を取りまとめたものとな

ります。 

      このまちづくり方針につきましては、また後ほどご説明をいたしますが、

地域のまちづくりの目標などを地域の方々にお知らせし、共有化を図るた

めに作成いたしました。このたびの地区計画の手続にとどまらず、不燃化

特区の助成制度の活用や沿道のまちづくりに対する今後の協力を得ていく

ためにも、必要となる方針であると考えております。  

      こうした経緯のもとに、本日は地区計画等の素案に対する意見募集の結

果と、この２番、３番でございますが、都市計画の手続、また、今後の予

定について、この後、詳しくご説明をしてまいります。  
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      それでは、次に参考資料、ここで、申しわけございませんが、報告１～

４の参考資料１というこのＡ３の横バージョンのもの、これをお取り出し

ください。「木密地域不燃化１０年プロジェクトとまちづくりの取組み」

という表題がついてございます。資料は、後ろの参考資料という形ですの

で、後ろのほうにございます。  

      これまでもこの資料で何度がご説明しておりますけれども、平成２５年

度以降の木密１０年プロジェクトのさまざまなまちづくりを整理しており

ます。現時点では、この資料の真ん中、２７年度というところ、９月～１

０月のところに記してございますが、黒い囲みで示しておりますけれども、

地区計画等の原案説明会・公告・縦覧、意見募集の手続に入る段階である

ということをここでご確認いただきたいというふうに思います。  

      これまでの取り組みのおさらいでございますけれども、取り組みでは、

表の真ん中に（２）として地区計画とありますけれども、今から２年前か

ら、平成２５年度からアンケートの実施、また、説明会等を開催し、平成

２６年、平成２７年度とこのように手続を進めてまいっております。  

      この地区計画等の都市計画による規制とその内容に適合する建替え等を

行う際には、助成金の支援を行う不燃化特区の支援、また沿道３０メート

ルについては、都市防災不燃化促進事業などの支援を設けてございます。  

      今後の都市計画手続の流れについては、後ほど都市計画課長からご説明

いたしますが、この表の地区計画のずっと右のところにございますが、各

地区の課題別まちづくりの推進ということで、今後は、この駅周辺の拠点

のまちづくりについても検討を進めてまいります。  

      こちらの資料は以上でございます。  

      続きまして、報告 １の資料第１号ということで、このＡ４の横バージ

ョンになってございますが、報告資料第１号「補助８１号線沿道巣鴨・駒

込地区 まちづくりルール（地区計画等）の素案に対する説明会及び意見

書提出の概要」と。こちらは、本日差し替えの部分がございますので、机

上に配付してございます。 

      また、補助８１号線以外の地区については、それぞれの地区ごとにまと

めております。この資料は、今年の６月～７月に実施いたしました地区計

画等の素案に対する意見募集の結果をまとめております。この意見募集に

当たりまして、地域の方々にどのような資料でご説明してきたのかという
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ことで、お配りしてございますカラー刷りの配付資料で、こういった各地

区ごとに、これは各地区で説明した際に、区民の皆様にご説明した資料で

ございます。 

      これで、どういったことをこれまで説明してきたかということでござい

ます。こちら、この中、配付資料というふうに、書いてございますけれど

も、これは「巣鴨・駒込地区まちづくりルール（地区計画等）の素案に関

する説明会」という資料になります。こちら、ちょっと、この説明会の内

容についてきょうは詳しくはご説明しませんけれども、こちらにあるもの

をご説明をしてきております。ちょっと表紙だけご確認いただければ。 

      まず、この、一番上にはこれまでの経緯。また、２番目として、まちづ

くりの方針。それから、３番目として地区計画等の素案について。それか

ら４番目に、用途地域等の制限の変更などですね。これらにつきましてご

説明をしております。 

      それでは、先ほどの、こちらのほうになりますけれども、資料第１号で

ございますが、こちらの表面のところを簡単にご説明いたします。  

      これは補助８１号線のところでございますけれども、一番上、補助８１

号線沿道巣鴨・駒込地区の素案の配布ということで、配布日、また配布部

数、配布方法等につきましては、こちらに記載のとおりでございます。  

      それから、まちづくりルール（地区計画等）の素案に関する説明会を開

催してございます。開催をこの６月、７月と朝日小学校、駒込小学校で開

催をしてございます。こちらに参加人数等を記載のとおりでございます。  

      それから、意見書の提出ということで、提出期間はこの記載のとおり平

成２７年６月１８日から７月１４日までということでございます。意見書

の総数は１７７通。内訳として、意見があったのが８７件、意見なし９０

通ということでございます。また、意見数は１１１件ということで、８７

通の中でお一人で複数の意見を書いていただいている方もおりまして、そ

れらについて次の２ページ目から、その意見の趣旨といったことを記載し

てございます。 

      なお、ここに、ちょっと米印で、内個別質問等の意見９件については掲

載しておりませんと。非常に個人情報がわかるようなもの、また、まちづ

くりのご意見とはちょっと違うといったものについては掲載をしてござい

ません。 
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      それでは、その次のページになります。素案の概要ということでござい

ます。これも詳細については、原案のところで都市計画課長がご説明いた

しますが、ここでは地区計画等の素案の検討に至った考え方をご説明いた

します。 

      まず、上段の用途地域等については、新たに補助８１号線が整備されま

すので、延焼遮断帯の形成のために沿道３０メートルの区域での防火地域

の指定や、将来にふさわしい道路沿道の土地利用のあり方と、周辺の住宅

地域の環境の維持・向上の観点から記載をしております。用途地域、建ぺ

い率や容積率など８種類の都市計画内容を検討しております。また、同様

の観点から、地区計画についても都市計画道路沿道３０メートルの区域で

の制限のほかに、住宅地などでの制限内容を検討しております。  

      ２ページ目は、説明会での主な意見と回答でございまして、３ページ目

からが意見書の記載でございます。３ページ目から記載でございます。こ

れも、全てはご紹介いたしませんけれども、ここで少しだけご紹介をいた

します。 

      まず、３ページ目になりますけれども、こちらも意見書の内容から大き

く項目ごとに意見をまとめまして、どのくらいの方がどのような意見があ

ったかというような形でご説明をいたします。  

      まず、初めに、１番からナンバーリングしてございますが、１番から８

番までが、まちづくりに関連する意見といたしまして、例えば２番には、

地震に強いまちづくりにしてほしい。また、３番には、大地震に備え、ま

ちづくり、不燃化特区の計画を早急に進めてほしいといったご意見。それ

に対しまして、区の見解といたしまして、補助８１号線の整備に併せて、

地区計画の導入や、用途地域等の見直しを行うことにより沿道市街地の防

災性の向上と居住環境の改善を図ってまいります。  

      また、地区計画の導入に併せて、都市防災不燃化促進事業による耐火建

築物への建替え支援制度をスタートすることで、その動きをさらに進めて

いきますということでございます。 

      また、その次でございます。９番、１０番が、これ、９番から３７番ま

でが地区計画に関するものでございます。で、９番、１０番、これが地区

計画の高さについてでございますが、高さの最高限度についてのご意見で

ございます。９番、高さの最高限度１９メートルについて、公園整備で失
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われる用地のことを考慮し、もう少し高さの規制緩和をしてもいいと。  

      これに対して、区の見解としては、建築物の高さの最高限度について、

周辺の住宅地の状況、容積率、建ぺい率の関係から、６階程度の１９メー

トルを設定しましたといったものでございます。  

      それから、１１番、１２番、１３番は、これは地区計画敷地面積、最低

限敷地面積についてのご意見でございます。１１番が地区計画による６５

平米未満の分割禁止は賛成できる。また、１２番は、これは６５平米をさ

らに６０平米にすべきといったご意見でございます。  

      これに対して区の見解ということで、敷地面積の最低限度については、

敷地の分割による住環境の悪化を抑制するための最低限度の規制であり、

これまでの地区計画の実績から６５平米が妥当と考えていますといったも

のでございます。 

      それから、あと、３８番から４０番につきましては、用途地域等の制限

の変更についてというものでございます。３８番のご意見としては、補助

８１号線沿道用途を変更する理由は何か。ラブホテルなどが建てられて環

境が悪くなるおそれがあるのではないかということで、これに対して区と

しては、補助８１号線沿道３０メートルの範囲については、将来市街地像

を延焼遮断帯の形成と併せ、居住機能を主体に日常生活を支える店舗、サ

ービス、事務所などの落ち着きのある複合的な市街地の形成を考えており、

ラブホテルに関しては規制しますというふうに答えてございます。  

      あと、４１番から６３番までは、この地区計画等のものとは別に、特定

整備路線に関しての意見が２３件。このほかに、地区内道路、または助成

制度、さらに、この説明会についてのご意見等がございました。これら全

て見ますと、ご意見を地区計画全ての項目にこの賛成・反対といったもの

ではなくて、先ほどお話しいたしました高さの最低限度や敷地面積など、

項目ごとに賛成だったり、反対だったりといったご意見としてありました。

こうした傾向は、ほかの地区も同様というふうに捉えております。  

      資料第１号については以上でございます。  

委  員  会長、すみません。 

会  長  はい。 

委  員  これ、二つあるわけですよね。従前、郵送で配られたものと。 

会  長  はい。 
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委  員  これ、差し替えたものですよね。これ、全く同じものなんですよね、１

ページの見本。帰って見たときに、どっちが差し替えで、どっちが古いの

か。あるいは、どこが変わっているのかということによって、資料が、多

分、ちょっとまざっちゃったらわからないんですよね。もう少し、配って

いただくときに差し替え版だとか、修正をお願いします。 

会  長  色をつけるとかね、マーカーで。 

委  員  していただかないと、これだけ数の多い資料ですから。 

会  長  よくわかります。 

委  員  もらったほうも、何を言われた、何を差し替えていいのかよくわからな

いんですけど。 

地域まちづくり課長 はい。今ご頂戴いたしましたご意見につきましては、今日は申

しわけございません、差し替えの部分を差し替えだというふうにわかるよ

うに資料を今後つくらせていただきます。申しわけございませんでした。  

委  員  お願いします。 

会  長  今あれですよね。報告１で説明をいただいているんですよね。どこで見

分けると一番いいのかなと思っていたんですが、一番後ろの今の要望書の

意見というのが１０２番までのと、９６番でとまっているのがあるんです

けども、９８番、９６番。１０２番までのが差し替え版ということですか。 

地域まちづくり課長 はい。そういうことです。これですね、件数としては間違って

いないんですけれども、ナンバーリングを同様の意見について、同様４件

とか、同様何件といったものをナンバーリングをさせていただいて、１０

２番と、さっき、冒頭にこの資料の説明の際に意見数の件数のところ、お

話しいたしましたけれども、そのナンバー１０２というものが差し替えた

資料になるということでございます。  

会  長  私のところにも９６番というのが二つあるんです、どういうわけか。今、

資料、報告１の資料 １の一番最後の要望が１０２番というところまで書

いてあるものを差し替え版ということでご確認ください。  

地域まちづくり課長 大変失礼いたしました。本当に、これにつきましては、非常に

資料が多くて、それで、なおかつ、そういった修正の差し替え等もござい

まして、そういったところの配慮が足りなくて申しわけございませんでし

た。 

会  長  すみません。ついでに確認だけすると、次の報告２、３ですね、池袋本
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町・上池袋地区というのは、１ページ分だけ差し替えるんですね。 

地域まちづくり課長 はい。 

会  長  １ページ分のところを古いものは消してください。裏面から行きますの

で。これは入れかえちゃうと裏面がなくなっちゃうんです。  

      報告４の１７２号地区についても同じように、１ページ分だけ差し替え

て、２ページというか裏面からは生きています。  

      以上です。 

地域まちづくり課長 続けて説明をさせていただきます。  

      今、こちらの意見書につきましては、補助８１号線の巣鴨・駒込地区に

つきまして意見書の概要等につきましてご説明をさせていただきました。  

      続きまして、今度は沿道のまちづくりの方針ということの説明に移らせ

ていただきます。こちらも、このＡ３のカラーでございます。こちらは差

し替えがございませんので、こちらでございますが――こちらになります。

「補助８１号線沿道巣鴨・駒込地区のまちづくり方針」というものでござ

います。これは差し替えではございませんので、資料としてカラー刷りの

Ａ３のものでございます。  

会  長  パワーポイントの資料の次ですね。  

地域まちづくり課長 はい。 

会  長  右上に報告１の資料２号と書いてあります。 

地域まちづくり課長 報告１、資料第２号というものでございます。  

      特定整備路線、沿道のまちづくりの方針につきましては、まちづくりの

目標を実現していくため、各地区の地域特性に応じて都市計画制限による

規制、誘導施策や、不燃化特区による助成制度など、建替え支援策。さら

には、駅周辺の共同化など、地域と取り組む課題の対策など具体の方向性

を示してございます。本日は、その中から、現在手続を進めております地

区計画の決定と用途地域等の変更に反映しているところを中心にご説明を

いたします。 

      それでは、四つの地区のまちづくり方針についてご説明いたしますが、

最初に「補助８１号線沿道巣鴨・駒込地区」についてご説明いたします。

他の地区につきましては、地域の特性に応じた部分のみのご説明とさせて

いただきます。 

      補助８１号線、全体の構成でございます。この全体の構成でございます
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が、一番上のところで、現状が密集住宅市街地であるという状況の中で、

新たに都市計画道路の整備に伴う街並みの再生など、課題になっているこ

とを記載してございます。  

      それから、また、その下のまちづくりの目標というところでは、都市計

画道路沿道の不燃化・耐震化を進めるとともに、住環境の維持向上など、

地域特性に応じたまちづくりの取り組みを目標として定めています。  

      このように、都市計画道路の整備にあわせて地区の課題を解決していく

考え方は、他の地区のまちづくり方針にも共通する考えとなっております。  

      さらに、その下に区域全体を地区に区分して、目標とする市街地像を定

めた上で、具体的なまちづくりの方向性を何点か記載しております。後ほ

どご説明いたします地区計画と用途地域等の変更については、この市街地

像を実現していくために必要となる都市計画制限として検討してきたもの

となります。 

      それでは、具体的な説明でございますが、まず、今もお話しいたしまし

た一番上の段の記述としては、４メートル未満の道路や老朽化した木造住

宅が多い状況であること。また、補助８１号線整備に伴う街並みの再生な

ども大きな課題となっていることを記載しております。 

      で、その下にこうした課題を解決するためのまちづくりの目標というこ

とで３点。１番目に、都市計画道路沿道の不燃化・耐震化による延焼遮断

機能の向上。それから、２番目に、既存商店街の連続性の維持や、また、

３番目には、密集市街地の改善と住環境の形成ということで記してござい

ます。 

      それから、その下、目標とする市街地像については、補助８１号線沿道

地区を初め、四つの地区区分に分類をして、それぞれの市街地像を定めて

います。これらの地区区分の中で、用途地域等の変更を行います。都市計

画道路沿道の地区について絞ってご説明いたします。 

      巣鴨・駒込地区では、この補助８１号線沿道地区が用途地域等の変更を

行う地区となります。右側にまちづくり方針図ということで四角の囲みで

ございます。この地図の黄色で示しております補助８１号線沿道の両側３

０メートルの区域となります。市街地像としては、災害時の延焼を防止し、

居住機能を主体に日常生活を支える店舗、サービス、事務所などの落ち着

きのある住環境を形成する複合的な中層建築物の街並みとしております。  
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      その具体策の１点目として、居住機能を主体に日常生活を支える機能を

誘導するとともに、過度な高さの建築物を抑制するなど、周辺住宅地と調

和した街並みを形成することとしてございます。この点についての都市計

画での対応としまして、用途地域を現状の第一種中高層住居専用地域から、

同じ住居系用途である第一種住居地域に変更し、住宅のほかに日常生活を

支える中小規模の店舗なども誘導したいと考えております。  

      また、周辺住宅地との調和を図るため、現状の容積率等、第三種高度地

区は、現状のまま変更しないことを考えております。  

      さらに、地区計画による建築物の高さの最高限度制限を定め、過度な高

さの建築物を抑制したいと考えております。 

      それから、具体策の２点目ということで、防火規制の強化や建築物の高

さの最低限度の指定にあわせて、不燃化建替えの支援策を導入し、大規模

火災を防ぐ延焼遮断機能を着実に高めるとしております。この点について

の都市計画での対応としては、都市計画道路の両側３０メートルの沿道区

域に防火地域と建築物の高さの最低限度の指定を検討しております。  

      それから、具体策の３点目については、地区計画による建築物の用途の

制限や形態、色彩の制限などの導入を検討しております。  

      以上が、補助８１号線沿道地区についての説明となりますが、その他の

地区区分としては住宅地区、それから、既存商店街地区、それから幹線道

路沿道地区について市街地像をそれぞれ定めております。また、これらの

地区については、用途地域等の変更を行わず、地区計画による建築物に対

する制限のみを検討しております。  

      以上が、巣鴨・駒込のまちづくりの方針のご説明でございます。  

      あと、他の地区のまちづくり方針につきまして、特に地域特性に応じた

取り組みとなっている部分のみご説明をさせていただきたいと思います。  

      これが、今お出ししたのが補助８１号巣鴨・駒込地区のまちづくり方針。

続きましては、また、今度は池袋本町・上池袋地区のまちづくり方針でご

ざいます。これも同様に、都計審報告２・３の資料第２号というものでご

ざいます。 

      こちらも地域の現状と課題を捉えた上で、まちづくりの目標を３点。池

本・上池の報告２・３ということで、セットでクリップでとめられておる

ものでございまして、その中にございます「池袋本町・上池袋地区まちづ
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くり方針」というカラー刷りのものでございます。  

      こちらも地域の現状と課題を捉えた上で、まちづくりの目標ということ

で３点示しております。一番目に都市計画道路の沿道不燃化・耐震化によ

る延焼遮断機能の向上という共通の目標。また、この地区の地域特性を考

慮して、補助７３号線沿道地区では、池袋副都心のにぎわいの連続性と既

存商店街との連携。それから、補助８２号線沿道地区では、周辺の住環境

の保全と併せて、駅前商店街と連携した店舗等の立地の誘導を掲げており

ます。 

      この二つの都市計画道路沿道で異なる都市像を目標として掲げておりま

すが、池袋との連続性を考慮する補助７３号線沿道のほうが、より複合的

な街並みを目標としております。具体的には、補助７３号線沿道地区では、

市街地像としてにぎわいと居住機能が調和した中高層の複合的な街並みと

しております。 

      その下の具体策の３点目でございます。「都市計画道路の交差部など地

域の状況を踏まえながら、道路整備による残地や未接道敷地の統合と共同

化などによって沿道にふさわしい土地利用を図る」としております。 

      一方、補助８２号線沿道地区では、市街地像として「周辺住宅地と調和

した、居住機能が主体になる中層建築物の街並み」としまして、周辺住宅

地との調和に重点を置いた街並みとしております。  

      また、その下の北池袋駅・下板橋駅周辺地区では、市街地像を「地域の

生活拠点として、日常生活を支える店舗や施設が充実し、駅と良好な施設

空間を備えた中高層建築物の街並み」としております。そのため、この具

体策としては、２点目にご覧いただいて、駅周辺の密集街区などでは、駅

至近の都市計画道路整備を契機として、街区再編や共同化等により駅前に

ふさわしい土地利用を図り、生活拠点としての都市機能をさらに高めてい

く。そして住民の合意のもとで共同化などの取り組みを誘導したいと考え

ております。 

      池袋本町・上池袋地区のまちづくり方針は以上でございます。  

      今、まちづくり方針につきましてご説明をいたしました。その前にあり

ました資料につきましては、それをもとにこのまちづくり方針をしておる

ということで省かせていただいております。補助８１号線で先ほどご説明

した流れで、このまちづくり方針を検討してきたというものでございます。  
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      それでは、私のほうから、最後になりますけれども、報告の４の資料第

２号。今度は１７２号線沿道長崎地区のまちづくり方針でございます。こ

れも先ほどの報告４として、まとめております中に入ってございます。そ

れでは、こちらにつきまして――また、こちらの地域の現状と課題を捉え

た上で、このまちづくりの目標を３点示しております。  

      １番目に、他の地区同様に、都市計画道路沿道の不燃化・耐震化による

延焼遮断機能の向上という共通の目標を掲げております。 

      また、この地区の特性として、補助１７２号線に沿って道路事業に影響

を受ける商店街もありますので、商店街の再生と連続性によるにぎわいの

創出を挙げております。 

      そのため、具体策として、この補助１７２号線沿道地区をご覧いただき

ます。１点目の「日常生活を支える機能を沿道建物に誘導し」ということ

で、近隣商業地域の拡大を検討しています。  

      また、次、東長崎駅・椎名町駅周辺地区のところでは、３点目の「東長

崎駅周辺では、密集街区の再編や共同化等により駅前にふさわしい土地利

用を図り、駅へのアクセス性の改善とともに、商業機能など生活拠点とし

ての都市機能をさらに高めていく」としまして、北池袋や下板橋駅と同様

に、住民の合意のもとで共同化などの取り組みを誘導したいと考えており

ます。 

      このほかに、地域特性に応じた部分はありますが、おおむね他の地区と

共通のまちづくり方針の内容となってございます。  

      以上で、８１号線を初めといたします４地区のまちづくり方針のご説明

については以上でございます。 

      この後、都市計画課長から原案につきましてご説明をいたします。 

      すみません。これも１７２号と、先ほどもお話しいたしましたが、先ほ

どの意見書の概要につきましては割愛をさせていただいております。よろ

しくお願いいたします。 

都市計画課長 引き続きまして、都市計画課手続の内容について、私のほうからご説

明をさせていただきたいと思います。長くなって申しわけございません。  

      また、補助８１号線巣鴨・駒込地区のほうの資料に戻っていただきまし

て、本日差し替えをさせていただいた資料でございます。Ａ３の横、ここ

にあって比較表という形でなっております。本日、机上に差し替えでご用
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意させていただいたものでございます。それの駒込地区でございます。本

日差し替え。右上に差し替え用と書かせていただいたものです。  

      それで、その次のページに図面がありますけれども、この図面、非常に

対比するのに見づらいということで、図面については正面のスクリーンに

お示しをさせていただいて、レーザーポインターでその場所をお示しいた

しますので、スクリーンと内容とでご確認をいただければと思います。よ

ろしいでしょうか。 

      それでは、２枚目の差し替え用となっています図面とともに、ご説明を

させていただきたいと思います。  

      まず、基本的な考えですけれども、巣鴨・駒込地区の図面をお出しいた

だきたいと思います。地区全体につきましては、この補助８１号線を中心

といたしまして、両側区境を境といたしまして地区計画を想定しているも

のでございます。 

      基本的に、今回、地区計画の中で、用途、容積、その他変更しようとい

うものです。中でも、この補助８１号線の沿道３０メートルの部分が変更

の主となってまいります。ということで、それ以外のところにつきまして

は、基本的には準防火を防火にするといったところの変更ということにな

ろうかなと思います。 

      それでは、裏面を確認していただきましたので、比較表、対比表に戻っ

ていただければと思います。まず、８１号線沿道の巣鴨・駒込地区でござ

いますけれども、今、申し上げましたとおり、一番上にあります幹線道路

沿道Ａ地区、幹線道路沿道Ｂ地区。これは白山通り、国道１７号に面した

ところの沿道地区でございまして、今回の地区計画によっての変更はござ

いません。 

      次に、補助８１号線沿道地区でございますけれども、ここにつきまして

は、変更をしてございます。変更したところについては、矢印で変更の前

と後をお示ししています。  

      用途地域でございますけれども、③のＡ、ここについては変わりません

けれども、③のＢというところ。これにつきましては、③のＢ、ちょうど

３０メートルの沿道の中の部分でございますけれども、今まで第一種住居

地域だったものを近隣商業に変更をいたします。それから、準防火を防火

に変えると。また、ここについて変えるところは、容積率の低減係数を近
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隣商業にかわりますので０．４から０．６にすると。それと、道路斜線の

勾配ですね、これが１．２５だったところを１．５にするといったことで

勾配が急になってくるといったところでございます。  

      また、補助８１号線沿道の④のＡというところでございます。④のＡ。

両側８１号線を中心といたしまして、両側のほとんどのところということ

になろうかなと思います。ここも第一種中高層住居専用地域を第一種住居

地域に変更をしていくものでございます。また、準防火を防火、それと日

影規制を４時間、２．５時間を５時間、３時間ということになります。そ

れと容積率制限係数が０．４から０．６、それから、斜線勾配についても

１．２５から１．５に上げていくといったところでございます。  

      また、④のＢでございますけれども、これは一部分のちょうど真ん中の

下側に三角形みたいになっているところということになろうかなと思いま

す。ここにつきましても、第一種中高層の住居専用地域を第一種住居地域

に変えていくといったものでございます。準防火を防火ということで、こ

こについては④のＡと内容、その他の記載は同じということになります。  

      この地区計画の中、今まで準防火だったところは、基本的には防火もし

くは新防火に変えるといったところで、以下、住宅地区につきましても準

防火を新防火に変えていくといった内容となってございます。  

      用途地域等の変更については以上でございます。  

      次に地区計画案の建築物の用途制限についてでございます。以下に示す

もののうち幹線沿道地区は４号、５号は適用していませんということです。

基本的にすべての地区で1番、勝馬投票券販売所から、２番、キャバレー、

ナイトクラブ、それから３番の風俗営業等の規制等が入ってまいります。

４番でマージャン、パチンコ屋、５番でゲームセンター、カラオケについ

ては、指定容積が５００を超えている部分につきましては可としていると

いった内容でございます。  

      また、建築物の敷地の面積の最低限度でございますけれども、これにつ

いては６５平米に定めようとしているものでございます。ただし、ここの

都市計画決定日において既にもう６５より小さい敷地で建築がなされてい

る敷地については、それ以上分割をしなければ、その敷地の面積で建替え

が可能だというものを示しております。  

      また、都市計画道路によって残地ということで公共事業に協力をして残
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った敷地が６５平米以下になってしまったと。これについても、建築可と

いうことでございます。それ以外の敷地については、６５平米以下に告示

日以後した場合には、再建築はできなくなるといった条件をつけています。  

      壁面の位置でございますけれども、基本的に８１号線沿道と、商店街沿

道地区につきましては、その用途の１階が店舗、飲食、事務所で敷地面積

が１００平米以上につきましては、高さ２.５メートルまでの部分、まず

は１階部分というふうに考えればいいと思いますけれども、道路境界線よ

り６０センチ下がるといったものでございます。２階からは敷地境界まで

出てきてもいいということになりますけど、１階部分については、６０セ

ンチを下がるといったところでございます。また、壁面後退部分について

は、門、フェンス、塀などの工作物は認められないといったものでござい

ます。 

      高さでございますけれども、８１号線沿道地区につきましては、最高高

さを１９メートルに定めようとしているものでございます。  

      それから、８１号線沿道地区で決定告示日において、現在、もう１９メ

ートルを超えている建物、それについては、その高さまで認めるというこ

とでございます。 

      それから、建物の最低限度でございます。これにつきましては、幹線沿

道Ｂ地区から補助８１号線沿道地区まで最低高さを７メートルに定めてご

ざいます。これにつきましては、四角い建物であれば７メートル以上を建

てていただくということになりますけれども、普通の一般の切妻屋根で三

角形になっている場合、投影面積上は２分の１以上、７メートルを超えて

いればいいという形でございます。  

      また、形態、それから色彩、意匠、これについては都市景観に配慮をし

たといったことで書いてございます。  

      また垣、さくについては、生垣、フェンス等とするといったことで、基

礎、それから土留めについては、高さは敷地地盤面から４０センチ以下に

するといった内容でございます。  

      補助８１号線沿道巣鴨・駒込地区については以上でございます。  

      次に、申しわけございません、本町・上池袋のまちづくりルールという

資料をお出しいただきたいと思います。ここにつきましても、まず上池袋

二・三・四丁目の資料ということで。報告２の資料３をお出しいただきた
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いと思います。これは本日差し替えをしたものでございます。 

会  長  地図が入っていませんが。 

都市計画課長 申しわけございません。地図については変更がないので、既存のもの

でご覧いただければと思います。  

会  長  そうですか。 

都市計画課長 内容については差し替え用ということでございます。 

      まず、上池袋二・三・四丁目地区でございますけれども、これにつきま

しては、補助８２号線沿道と明治通り、それから放射８号線ということで

の区域ということになります。  

      放射８号線、これは川越街道でございますけれども、こちらと明治通り

沿道、これにつきましては、現状と変わらない形での用途、容積等という

ことになります。補助８２号線の沿道については、種々その地区ごとに変

更があるといったところでございます。  

      それでは、１枚目の比較表をごらんいただきたいと思います。先ほど言

いましたとおり、幹線道路沿道地区Ａ、それから幹線道路沿道地区Ｂ、こ

れにつきましては、放射８号線、明治通り沿道でございまして、変更はご

ざいません。 

      ８２号線沿道地区でございますけれども、③のＡ、沿道２０メートル、

これについては変更はございません。ただ、８２号線のＢ・Ｃ・Ｄでござ

いますけれども、基本的にＡと同じような内容に変更しようとしているも

のでございます。まず、③のＢの沿道の２０メートルから３０メートルの

範囲でございますけれども、現在、一種住居地、これについては近隣商業

に変更。そして、当然ながら、準防火でありますのは防火、そして、建ぺ

い率については６０から８０に変更、それで容積率が３００から４００、

高度地区が３高、これは変わりありません。日影規制が３時間・５時間が

なし。それから、私容積率の低減係数が０．４から０．６、それから、斜

線の勾配が１．２５から１．５の勾配ということになります。  

      Ｃ・Ｄについても同じ内容で、沿道地区については変更をするといった

ところでございます。 

      また、住宅地区につきましては、現在、準防火になってございますけれ

ども、新防火ということで変更を予定しているということで、この地区全

体につきましても、防火ないし新防火ということになります。  



19 

      それから、下の地区計画案でございますけれども、建築法等の用途制限

でございます。これにつきましては、先ほどと同じということで、これに

ついては幹線道路沿道地区については４号・５号を適用しないということ

でございます。 

      それから、敷地面積の最低限度、これも６５平米ということで先ほどと

同じでございます。壁面でございますけれども、こちらについても、２．

５メートル以下の部分については、道路境界線より６０センチといったこ

とで変わりございません。そして、壁面の後退地においては門、フェンス、

これも同じでございます。最高高さでございますけれども、８２号線沿道

地区については２２メートルに定めております。それから、建物の最低高

さ、これにつきましては、幹線道路沿道地区Ｂと、８２号線沿道地区、こ

れは最低７メートルということで、先ほどと同じ７メートルということで

ございます。それから、都市景観及び意匠は同じで、垣、さく等々につい

ても先ほどと同じという形になります。  

      次に、池袋本町でございます。これについても、本日差し替えをさせて

いただいたものでございます。本町地区につきましては、非常に細かくな

ってございます。補助７３号線と補助８２号線、これが十字に入ってくる

地区といったところになります。基本的には、補助７３号線につきまして

は、池袋駅西口からずっとつながる道路といったことで、川越街道を越え

た先も同じような街並みということを想定しているわけでございます。 

      また、８２号線につきましては、幅員等々も１５メートルということも

ございますので、どちらかというと住居系に見合った形での街並みという

ことを目指して、原案ということになってございます。  

      また、ここの８２号線、それから７３号線のところには、北池袋駅・下

板橋駅がございます。駅を中心とした地区につきましては、また、ちょっ

と違った形でのご提案ということになります。  

      それでは、池袋本町地区につきまして、差し替えということで本日机上

に配付したものでございます。まず、補助７３号線でございますけれども、

２のＡ、Ｂ、Ｃということで三つに分けてございます。基本的に、先ほど

来、申し上げている防火地域につきましては、この区域全体を準防火だっ

たところは防火ないし新防火にかえているといったところになります。７

３号線沿道地区につきましても、近隣商業地地域に全て変えていくといっ



20 

たところでございます。 

      それから、②のＡが、今現在も近隣商業地域になってございますけども、

これと同じ形にＢ、Ｃ、沿道を全てかえていくといったことでございまし

て、防火地域、そして建ぺい率８０、容積率４００に上げていきます。 

      それから、参考で日影はなしと。それから、容積の低減係数が０．６に

して、斜線についても１．５に上げていくといったところでございます。 

      次に、８２号線沿道地区でございます。これにつきましては、③のＡで

ございますけれども、一種中高層だったところを一種住居に変更をしよう

としております。これにつきましても、建ぺい率８０の、容積率４００、

そして日影はなくして、容積率低減係数も、本来であれば住居ですから０．

４のままですけども、それも０．６に上げまして、斜線についても１．５

ということになります。 

      また、Ｂの準工業地域につきましても、同様に変更をして、同じような

変更の内容になっているといったところでございます。  

      また、下板橋駅周辺でございます。これにつきましても、④のＡ、７３

号線の沿道近隣商業地域になってございますけれども、これと同じような

形でほかの地域についても変更をかけていこうといったところでございま

す。Ｂ、Ｃについては、Ａと同じ形です。 

      それから、北池袋駅周辺地区でございますけれども、これにつきまして

も、⑤のＡが近隣商業になってございまして、⑤のＢ、Ｃにつきましては、

近隣商業への変更ということで、Ａと同じ形、Ａと同じ用途・容積等々制

限にしていくといったところでございます。  

      それから、既存商店街地区でございます。これにつきましても、⑥のＢ

でございますけれども、一種中高層から近隣商業に変更をしているといっ

たことで、建ぺい率は８０、それから日影については５時間・３時間、係

数が０．６の斜線が１．５と。で、その他住宅地区につきましては、現在、

準防火のところを新防火にかえるといったところでございます。  

      地区計画案でございますけれども、まず、用途制限については、ほぼ同

じもので、下板橋駅と北池袋駅、それから７３号線沿道については、４、

５を適用しないということで、４、５は建てることは可といったことにな

ります。最低敷地面積６５は同じでございます。壁面の位置も２．５メー

トルのところを６０センチ下げるというのも同じでございます。最高高さ
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でございますけれども、７３号線、それから下板橋駅周辺については２５、

それから補助８２号線北池袋駅周辺については、２２を最高の高さとして

おります。ただしでございますけれども、この建築物等の高さの最高限度

と書いてある文言の３行目の後段、「また」からでございますけれども、

７３号線沿道地区、補助８２号線沿道地区、補助７３号線に面する敷地に

限りますけれども、それと下板橋駅周辺地区、それから北池袋駅周辺地区

Ａ内で、都市開発諸制度を利用した建築物については、最高限度を適用し

ないということで、都市開発諸制度によるまちづくりが進められた場合に

は、この最高限度は適用しないといったところでございます。  

      最低限度でございますけれども、７メートルで幹線道路沿道から北池袋

駅周辺まで定めているものでございます。また、意匠等については、先ほ

どと同じ。それから、垣またはさくについても同じ内容ということになっ

てございます。 

      長くなって申しわけございません。  

      次に、１７２号線沿道でございます。１７２号線沿道につきましては、

現在、商店街が張りついているところについては、現在でも近隣商業等々

商業系の用途になっていると。一部住居系の用途になっているところがご

ざいまして、それらも含めて同じような沿道、街並みにしていくというこ

とで変更を予定しているといったところでございます。  

      それでは、１７２号線沿道長崎地区の比較表をお出しいただきたいと思

います。これにつきましても、本日差し替えということで机上に配付をさ

せていただいたものでございます。本日机上に配付をさせていただいた１

７２号線の対比表ということになります。  

      まず、幹線道路沿道地区でございます。①のＡ、Ｂということになりま

す。こちらにつきましては変更がありません。また、椎名町の駅の周辺地

区②のＡ、Ｂでございますけれども、これについても近隣商業で一部準防

火がありましたけど、これは新防火に変更ということで、こちらにつきま

しても、地区全体を準防火につきましては新防火ないし防火に変更をして

いくといった考え方でございます。  

      まず、東長崎駅周辺地区でございますけれども、③のＢ２でございます。

あと、Ｄ２も一緒でございますけれども、一中高、一種中高層専用地域の

ところでございますけれども、近隣商業に変更といったところになります。
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あと、Ｃ３もそうですね。Ｂ２、Ｃ３、Ａ２につきましては、やはり近隣

商業に変更をしていくといったところでございます。  

      容積率でございますけれども、３００に統一をするというところで、２

００だったところが３００、そして、高度地区については、２高だったと

ころを３高に。日影については、３時間、２時間だったところを５時間、

３時間。それで容積低減係数を０．４から０．６。それから斜線の勾配を

１．２５から１．５という形でなっております。  

      １７２号線沿道地区でございます。ここにつきましても、基本、近隣商

業になっておりますけれども、部分的に一種中高層用地域④のＢですとか、

⑥のＢがなってございます。ここにつきましては、④のＢにつきましては

近隣商業へといったところで、もともと２００だったところを３００に、

２高だったところを３高、それから３時間、２時間を５時間、３時間。係

数を０．６、斜線を１．５という形になってございます。  

      変更点については、用途の変更について、主なものについては以上でご

ざいます。 

      また、地区計画案でございますけれども、これについては、建築物の用

途制限。これについては、先ほどの今までと同様、幹線道路と椎名町駅周

辺及び椎名町地区Ａ及び東長崎駅地区Ａにおいては、４、５は建てること

は可能といったところでございます。最低敷地については同様でございま

す。壁面の位置についても、１７２号線沿道、椎名町駅周辺地区、東長崎

駅周辺地区及び既存商店街地区につきましては、やはり高さ２．５メート

ル以下の部分については６０センチ下がると。門、フェンスなどは、そこ

の部分にはつくってはいけません。  

      最高高さでございますけれども、東長崎駅周辺地区の③のＣ地区とＥ地

区については２２メートル。それから１７２号線沿道地区については１９

メートルということでございます。ただしでございます。やはり従前建築

物は、最高限度に達するに至った建築物についてはこの限りでないという

のと、東長崎駅周辺地区Ｃ及びＢ地区内で都市開発諸制度を利用した建築

物については、最高限度を適用しないということで、まちづくり等共同化

によって、都市開発諸制度を使うようなまちづくりがされたときには、こ

の最高高さは適用しないといったところでございます。  

      最低高さにつきましては、幹線地区の①のＢについては７メートル、そ
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れと、東長崎駅周辺のＣ１からＣ、Ｄ、それと１７２号線沿道地区につい

ては、最低７メートルといったところでございます。  

      以下、主な内容については、前にご説明した内容と同様でございます。  

      非常に長くなって申しわけございませんが、あと、最後にスケジュール

だけ少しお話を。Ａ４の横でございます。参考資料２でございます。 

      本日９月７日、報告ということで都市計画審議会報告となってございま

す。この後、法１６条の原案公告・縦覧、意見募集を行います。その中で、

次回１１月の都計審を予定しておりますけれども、そこで、その内容につ

いての報告をさせていただきまして、１７条の公告・縦覧へ進み、次回１

２月を予定しております都市計画審議会への諮問・付議ということを予定

しておりまして、年度内に都市計画決定まで進めばといったところでござ

います。 

      また、議会のほうにつきましては、その都度ご報告をさせていただくと

いったところでございます。知事との申請の申し出等々ということで、こ

の１０月ごろにそういった手続、東京都との手続をやりながら、東京都の

都市計画審議会が２月に予定をしておりますので、それを待って都市計画

決定に進もうといったスケジュールでございます。  

      長くなって申しわけございません。説明は以上でございます。  

会  長  ありがとうございます。ちょっと説明が長くて、時間がかなり切迫して

いるのですが、私に与えられているプログラムによると、２０分で次の課

題に入るということになっているのですが、さすがにそれではと。ちょっ

と３５分ぐらいまで２０分ちょっとですね。それぐらいをこの件でご質問

等を含めた時間に充てたいと思いますが、よろしいでしょうか。  

（異 議 な し） 

会  長  それでは、今、１から４までということで特定整備路線沿道地区地区計

画等の概要と、それから地区計画に基づくまちづくりルールの原案等につ

いてご報告いただきましたが、ご質問等あれば承りたいと思いますが、い

かがでしょうか。 

      大体パターンは同じなので、ちょっと１点だけ確認ですけれども、最初

の報告１の巣鴨・駒込地区の話の中で、素案に対する意見書で、４ページ

のところの用途地域の用途規制に関する部分の説明の中に、ラブホテルと

いう言葉が出てきていますが、本当にラブホテルが規制されるんですか。  
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      用途地域についてすごく細かい別表というのがあって、それをちょっと

確認していただきたいのですが、ラブホテルというカテゴリーがあるのか

どうかですね。ホテルとラブホテルは違うのかということなんでしょうか。 

都市計画課長 建築物等の用途の制限の中の風俗営業等に関する規制及び業務の適正

化等に関する法律第２条、第６条から第１０項に規定する営業に供するも

のに入りますので、ここで規制をするという形になります。  

会   長   ホテルは、ビジネスホテルというか、いわゆるホテルは大丈夫。 

都市計画課長 通常のビジネスホテルは可能でございます。 

会  長  いわゆるラブホテルと称しているカテゴリーがあるのだということです

か。 

都市計画課長 名簿の中に、モーテル、ラブホテル等というものがございまして、そ

れに類する施設は建てられないということになります。  

会  長  わかりました。 

      ほかにはいかがでしょうか。  

委  員  一つは、意見書の回収率というか、これはいろいろ毎回出てくることな

んですが、ちょっと地域的に差があるのかなというふうに思ったんですが。

３カ所の地域、それぞれ、ちょっとパーセンテージがわかれば、３カ所じ

ゃなくて４カ所か、教えていただきたいんですが。  

地域まちづくり課長 まず、補助８１号線、こちらについては、意見書の回収率が３．

６％、それから１７２号線が２．１％、それから、すみません。池本につ

いて、今、出しますので。すみません。池本と上池につきましては、ちょ

っとお待ちください。 

委  員  ぜひ、後日でいいので、教えていただきたいと思うんですが。例えば、

まちづくりで基本的に、一般的なまちづくりもそうだし、これに関する地

区計画に対する意見の集約とかという。要するに、まちづくりそのものは

住民参加型でやっていきますというような文章がね。結構、回答に入って

いるわけですよ。だけれども、全体的に１０何％とかというような経験を

ずっと持っているんですけど、例えば２．１％というのは、私は余りにも

低過ぎるんじゃないかというふうに、今、改めて思っているんですが、こ

こら辺に対する評価、そこはどういうふうにご覧になったんでしょうか。 

地域まちづくり課長 これ、今まで区民説明会だとか、またアンケートだとか、さま

ざま実施をしております。ただ、この意見書という形になりますと、先ほ
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ど申しましたが、回収率３．６％だとか、非常に――２．１％だとかです

ね、意見書の募集というこの回収については、確かにそういったパーセン

テージなのかなというふうに思っておりますが、ただ、これは貴重な、や

はりご意見として、その意見を述べられた方のご意見を、やはりいただい

て、原案のほうに生かしていくというふうに考えてございます。 

委  員  それで、例えば、私、一つ一つきちんと、申しわけないです、見ていく

ゆとりがなくて見ていないんですが、例えば、巣鴨・駒込のところで、こ

の意見書の絡みで、４ページの４１番から、これは６３番まで。結構たく

さんの意見が寄せられていて、早くつくってほしい、あるいは、つくらな

いでほしいとか、いろんな意見が出されています。  

      こういう状況に対して、東京都にお伝えをしますというお答えになって

います。で、ここで東京都にお伝えをした後の対応がどういうふうになっ

ているか、その点はいかがでしょうか。 

沿道まちづくり担当課長 沿道まちづくり担当課長です。この道路事業につきまして

は、その都度、このご意見に限らず、寄せられたご要望とか、お問い合わ

せについては四建に逐次伝えて、それぞれ第四建設事務所から、この意見

者の方に対して直接回答をしていただくようにしております。  

委  員  まちづくりで、やっぱり、すごく重要なのは、住んでいる人たちがどう

いうふうにしたいかということで、例えば、この４６番、店舗を営業して

いるので、この先どうなるか不安でどうしたらいいかわからないと。  

      こういう方なんかは、やっぱり、賛成か反対かという以前の問題として

どうしたらいいか、ご自身がどうしたらいいか、あるいは、まちづくりと

の関係でどういうふうになっていくのかというようなことがあると思うん

ですけど、これは単に東京都の道路整備の関係だけではなくて、区民の生

活をどう保障していくかという部分にもかかわってくるんだろうというふ

うに思うんですけれども、こういう個別のことに対して、東京都はどうい

う対応をしたかというのはつかんでいらっしゃるんですか。  

沿道まちづくり担当課長 沿道まちづくり担当課長です。具体的には、権利者一人一

人の方に東京都が直接ご説明に伺うというスタイルをとっております。た

だ、地域によっては路線が非常に大きいということがございますので、ま

だまだ十分に権利者の方に直接お会いするような場になっていないという

ところもかなりございますけども、最終的には、全権利者の方々と、最低
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でも恐らく何十回というような形のお話し合いになると思いますので、そ

ういったことの、今後、繰り返しになっていくのかなというふうに思いま

す。 

委  員  はい。わかりました。それで、もう１点、最後にします。  

      そういった意味では、やっぱりお一人お一人にきちんとした対応をとい

うことで、最終的にこのくらいの意見書の回収率の中で、やっぱり道路整

備をどんどんと進めていいのかという疑問は、率直に言えば残ります。  

      それで、もう一つ、ちょっと確認をしておきたいんですが、例えば、７

２番のところ。６ページの７２番なんですが、商店街が寂れと言うんでし

ょうか、のではないか。住み続けられるか心配というようなところで、商

店街振興など施策を組み合わせたまちづくりを進めていきますというふう

にお書きになっていらっしゃるんです。 

      で、私は、今の豊島区のいろんな商店街を見ていても、なかなか難しい

状況だというのを感じているんですけれどもね。やっぱり、ここに関して

はどういうことを一つの根拠にして、こういうご答弁をされているのかど

うか。 

沿道まちづくり担当課長 沿道まちづくり担当課長です。今、たまたま８１号線沿道

につきましては、染井銀座商店街がそういった影響を受ける商店街という

ことですけども、それ以外にも１７２号線で言えば長崎十字会。それから、

あと池袋本町では三つも商店街がありますので。地区計画のこういった都

市計画を定めるということ以外に、個々具体的なまちづくりということで、

できるだけ商店街の中に、我々、課の職員で現在入っております。その中

で、やはり商店街の方々、随分心配をされておりますので、具体にどのよ

うなことをすれば商店街を再生、あるいは少なくとも今の商店街機能が維

持できるような方法を何とか探そうということをやっておりますので、今

後、そういった活動がさらに地域の方々との協働関係が強くなって、ます

ます発展するように努力していきたいなというふうに考えてございます。  

委  員  方向性というか、区側の意向というのはわかります。ただ、現実的にそ

れが何十年という経過の中で、多分、つくられていくんだろうと思うんで

すけれども、何十年もかかると困るんですが。そういう点では、私は、そ

う簡単に断定できないんじゃないかなというふうな思いも持っています。 

      それで、これは一つ一つの意見書との関係でどうなんだろうかというよ
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うなことを、改めて私ももう一度見直していきたいというふうに思ってい

るんですが、やはり、回収率の低さとか、それから、果たしてこれで本当

に大丈夫なんだろうかというような点では、道路ありきというふうな進め

方というのは、やっぱりどうかなというのを、今、改めて感じています。

今後、ここでもまた論議をすることになるだろうというふうに思いますの

で、また、そのときにさまざまな点では、お聞かせいただければというふ

うに思います。 

      とりあえず発言は終わります。  

会  長  ありがとうございます。どうぞ。 

委  員  私、説明会には１カ所しか、家の近くのところしか行っていないんです

けれども、そこで参加者の皆さんは地区計画の説明会であるにもかかわら

ず、その地区計画ということを余りご理解いただけなくて、道路の問題に

固執した質問がすごく出ていて、で、本当にこの地区計画のまちづくりと

いうことを地域の方が本当にご理解いただけているのかどうかというのは、

ちょっと、実はあの時点で不安になったんです。 

      その後、どうやってフォローアップされたのかわかりませんけれども、

地区計画のこのプランというのは、基本的には、今までやってきたように

沿道に面したところはこうですよと。で、沿道からちょっと後ろの部分の

ところは、その全体のバランスをとって高さ制限をある程度していくとか、

道路が広くなった分、いろんなものができるようになるのを少し規制して、

そんな風俗的なものをなくしていこうとか、トータルしては合格点という

か、今までやってきたまちづくりのルールに沿ったものだというふうに思

うので、全体としては、これが不可になるような内容ではないとは思いま

すけれども、ただ、やはり、地域の皆さんが地区計画というものがどうい

うものかというのをまず理解しているのかどうかというところを、やっぱ

り、ひとつ確認をしないと、このまま進んでいくと、ちょっと、地域でま

たごちゃごちゃしてくるんじゃないかという不安が１点ありました。これ

は私の感想です。これを担当の皆さんはどう思ったのかを一つ答えていた

だきたいと思います。 

      それから、もう１点、その池袋本町地区は、私は近いですから出ており

ますけれども、ここの今回の意見書のところにもあるんですけども、アン

ダーパス、駅の部分がありますよね。で、これは、道路としてもそうなん
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ですけども、地域のまちづくりとしては、今までになかった経験を地域の

皆さんはなさるわけです。私も今までいろんな長年やっている地区計画、

地域で７３号線みたいな、１７２とか１７３とか、こう、地域のまちづく

り、いろいろ出させていただいておりますけれども、アンダーパスという

のは、本当に今まで普通に駅があったのが、この下を駅のところを踏み切

りで越えていたものを踏み切り解消というのか、下に道路が抜けるわけで

す。そういう経験がないんですね。  

      で、私もちょっと、この点のところをこの地区計画の中で、このアンダ

ーパスのところのまちづくりというものを豊島区としてどうやってやって

いくのかというのが、私は説明会のときにも、ちょっとわからなかったん

ですけれども、その辺のところが、きょうはもう少しわかるかなと思った

んですが、先ほど来のご説明の中では、いまいちイメージができなかった

ので、その点、聞かせていただくと。その二つをお願いします。 

会  長  はい。お願いします。どうぞ。  

沿道まちづくり担当課長 最初、地区計画に対して地元の方がどれだけご理解いただ

けているかという、そういったご質問だと思いますけども、確かに、なか

なか、今回、地区計画の内容についてご説明しても、質疑応答がなかなか、

ちぐはぐになってしまっている部分があるなということは、担当として感

じております。 

      ただ、そういった中で、一番、今回気をつけているのは、一つ目が、新

しく道路ができますので、その道路ができることによって環境が変わるこ

とをなるべく、そういった都市計画の中で緩和をしていきたいと。あるい

は、まちの再生につなげていきたいという、そういう視点で検討もしてお

りますし、地域にご提案をしているということです。  

      もう一つは、やはり地区計画で建築に対する制限をかけるということで

すので、過度な、行き過ぎた制限になってしまうと、仮に十分なご理解に

はならないまま都市計画をかけていくと、後で、例えば都市計画の窓口で

トラブルが起きてしまうとか、そういうことがありますので、行き過ぎた

制限になっているのではないのかというようなところについては、十分注

意しながら、今回、検討しております。ですから、まだまだご理解をいた

だけない部分は、今後、努力いたしますけども、そういった面からも、な

るべく区民の方々にご迷惑のからないような配慮をしたいというふうに考
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えております。 

      それから、あと、アンダーパスについては、実は、本当に豊島区として

は初めての経験になりますので、具体にどのような対策をしていけばいい

のかというのは、まだ、はっきりとご説明ができないんですけれども、た

だ、北池にしろ下板橋にしろ、新しくできる道路によって駅と地域がうま

く接続できるようにしていかなければ、その道路がかえってマイナスにな

ってしまうということがあるというふうに考えておりますので、決してそ

ういうふうにならないように、東京都と豊島区で地域の方々にその対策の

仕方についてご説明する機会をなるべく早い機会につくりたいなというふ

うに考えております。その中には、道路の残地の使い方や、あと、現地の

道路をどのように切り回すとか、そういったことも含まれてまいるとは思

いますけども、いずれにしても、まだまだ地元の方々にお示しできるよう

なプランが東京都の中でもまだ設定途中にあるということなので、お示し

できないという状況ですけども、なるべく早く、まずはお示しできるよう

に、努力したいなというふうに考えております。  

委  員  これで最後にしますけれども、この意見書のところで戻って、本町のと

ころの６ページに、アンダーパスに関しては都市計画道路事業の施行者で

ある東京都にお伝えさせていただきますというふうになっているんだけれ

ども、道路に関してはそうですよね。だけれども、地区計画として受けと

めたときに、地域の皆さんの住みよいまちにするための地区計画なわけで

すから、その地区計画がアンダーパスとどうリンクしているのかというこ

とを、やっぱり区が答えるべきだし、区が示すべき内容だと私は思うので、

そこは、やっぱりきちんと、今後、応えていかなきゃいけないんじゃない

かなとは思います。 

地域まちづくり担当部長 ご指摘のとおりでございまして、道路空間については施行

者が東京都なんですが、まち側でどういうふうに受けとめていこうという

のが、我々豊島区の立場だと思っています。  

      後でごらんになっても結構なんですが、池袋本町・上池袋地区まちづく

りの方針の中で、アンダーパスについて触れているところがございます。

駅周辺地区の中で道路整備にあわせた駅前広場等の整備、アンダーパスや

側道からのアプローチを含めて、駅と地域とのアクセス性の向上を図るよ

うなまちづくり方針なども掲げています。この内容を現時点で地区計画の
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中に盛り込んでいくのは難しい状況です。私どもが一番危惧を抱いており

ますのが、アンダーパスが駅と駅との中間ではなくて、駅至近に入ってく

るということです。駅至近のアンダーパス空間をどうしていこうか、まち

側で少し受けとめてあげないと何もできないというふうに思っています。

ですので、その周辺については、共同化を含めたまちづくりを具体的にこ

れから入っていきたいと思っておりますので、そうした意味でのエッセン

スは入っているというふうにお考えをいただければと思っております。  

会  長  よろしいですか。 

      はい。ほかにはいかがでしょうか。  

委  員 ４地区ですか、の地区計画の案を同時に進められているということで、新

しい防火規制であるとか、密集市街地問題ということが共通しているんで

すけれども、だから、やっぱり地区ごとに、もちろん条件が諸種異なると

いうことがあるので、一個一個地区計画を策定されているわけですね。そ

れは相当大変な作業だなということで、それを進めていらっしゃる皆さん

のワークに、すごく敬意を表したいと思うんですが、一方で、例えばこの

審議会での審議の仕方が、もし、きょうは一応報告で、事務的に資料を確

認して意見を出すということはできると思うんですが、次の１１月の審議

会の後、今度は計画決定の会がありますので、１２月でしたっけ、いつで

したっけ。ありますね。１１月のその次の会の計画決定の段のときに、や

っぱり、今日みたいに並行的にというんですか、に説明されてしまうと、

一個一個のことを必ず議論することができなくなってしまうので、一つの

地区の方針を説明していただいて、それに基づいて地区計画の案をこう考

えましたという説明があり、それに対して住民の皆さんからのご意見が出

ていますが、区としては、この辺は余り問題なく考えていて、この辺は十

分深慮して、これから案の見直しを考えていきたいとかという説明がちゃ

んとあって、それについて、一応、審議会の皆さんから一通り意見をいた

だいて、その次の地区に進むという、やり方をぜひ審議会にもやっていた

だきたいなと思います。 

      当然、それをやると時間がかかると思いますが、これは、ちょっとしょ

うがないじゃないかと思うんですよね。我々審議会の委員で、もちろん時

間の制約もあるんですけれども、だからといって時間がかかると言ってい

るんですが、はしょるわけにはいかないので、これは。やっぱり時間をか
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けて慎重に議論をして、さっき、沿道整備の課長さんですか、がおっしゃ

っていたような誤謬というんですか、間違いがないようにというのをとて

も気にされてやっていらっしゃる。それはすばらしいと思うんです。これ

だけ同時並行に面的にいろんな規制を変えるので、規制の効果がどう出る

かというところを相当慎重にやっていかないと、思わぬ副作用が起きたり

して困る方が出てしまうというところがあるので、僕は、そういう特例規

定みたいなところを、ちょっと、今日は確認していたんですけれど、重要

なところを押さえているなとは思ったんですけれども、そういうものを含

めて、やっぱり誤りがないような、大きな問題が発生しないような――趣

旨は僕はいいと思うので、そういう問題が発生しないようなということが、

いろんな人の目でチェックをして、それで、やっぱりやってよかったなと

いうふうに、皆さんも覚えていて――また、住民の方も後から、やっぱり

区は信頼できるねと思われるようなまちづくりにしていってほしいと思い

ますので、そういう審議の仕方を少し考えていただきたいなという話と、

それから、今日、まちづくりの方針が出てきたのはすばらしいことで、よ

かったなと思っているんです、各地区ごとに。で、やっぱり、これがすご

く大事なので、今日は、さっきお話になっていたアンダーパスの話とかも

含めて、やっぱり考えがあるわけなんですよね。で、詳細までは書いてい

ないけれども、そのエッセンスみたいなことは、やっぱり載っていて、そ

れを手がかりに説明していただくのは、なるほど、区はちゃんと考えてい

るんだなということがわかるような、一応、資料になっているので、この

内容を少し丁寧にご説明をしていただく。 

      特に、今日は１回目だったので、そこのところは、やっぱり詳しく説明

していただいたほうがよかったなという印象です。なので、その辺の、や

られていることは、もう非常にすばらしく、頑張っていらっしゃると思う

ので、せっかくのこの審議の場をぜひ、そういう形でうまく活用していた

だいて、審議委員の皆さんには申しわけないのですが、ちょっと、多少時

間がかかるという前提で、審議会の開催をご了解いただくというか、ご検

討いただいた上で、ご了解いただくような形で、次回以降をぜひお願いし

たいなと思います。 

会  長  はい。ありがとうございます。私が言おうかなと思っていることを全部

言っていただいたので、そういうふうに進められるかなと。４地区だと、
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あるいは、これ、今日のやつだけで１時間半以上かかっちゃっているんで

すけれども、１地区１時間で４地区と考えて４時間、それをまとめて３地

区としても３時間、それぐらい、やっぱりかけてやらなきゃいけないとい

うふうに皆さんがご了解いただければ、次回、１１月というのもそういう

意味では、数時間になると思いますね。ですから、１１月も少し日程の組

み方を含めてやらせていただきたいなというふうには私も思っています。 

      ただ、都市計画審議会での基本的には公開で進める場合というのが原則

でもあります。私も大学にいて、委員も大学にいて、我々が演習でやると、

こういう１００上がってきた意見というのは、実際には即知的にどこでこ

ういう意見が出ているのかということを押さえながら、そういう問題の位

置づけというのを深堀りしていくんです。ですから、本当はそういう作業

を事務局の中でやっていただくと。それをやり過ぎるというか、それをや

ると逆に、プライバシーにかかわるような事態も起こり得るということで、

ご意見に対してどういう対応をするかという基本的な方針というのは、今

日、ご説明いただいたようなまとめ方にならざるを得ない。で、個別にど

こまでご相談に応じてやっているかというのは、やればやるほどプライバ

シーにかかわってくるものですから、公開の場でそれを審議するというよ

うなことは、なかなか難しくなります。  

      結果として、バランスをとる形での、どこまで出せるかという意味では、

まさにこのまちづくり方針をどこまで書き込むかということにかかってく

るのではないかなと思いますが、できれば、これからのまちづくり、不燃

化特区を含めて１０年ということですが、まちはその先もずっと続いてい

きますので、それを少し長期的ににらんで、どこまで都の事業に反映して、

区としてのまちづくりは、事業は一定期間で終わってしまうんですけれど

も、まちづくりは、恐らくずっと続きますので、そういう意味では、こう

いう方針で、こういうまちづくりをしていくんだということを、もう一歩

踏み込んで、書き込んでおければなという思いは、多分、私もしておりま

した。 

      で、次回、もしよろしければ、１１月、少し長丁場の審議会の時間をと

っていただいて、一つずつ詰めていくようなことをできればなというふう

に思っておりますが、せっかくの機会ですので、そういう方向でちょっと

時間が長くなる可能性がありますけども、ということをご了解いただいて、
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今回の今後の作業と、それから次回等の審議会の日程を組ませていただく

ということでよろしいでしょうか。  

委  員  この審議会の時間をもっとじっくりとって、やっていただくということ

については異論がありません。そのように進めていただきたいと思います。

ただ、きょうの説明を聞いていても、特にこの説明会を開催したときのそ

の質疑の内容であるとか、意見書を一つ一つ見ても、さまざまな意見がま

だ出ていて、それが豊島区がやっていることと、地域の皆さんと協働の形

になっているのかという部分が、非常に見えないと私は感じたんです。審

議会で議論をするということも大事であると同時に、この豊島区がやって

いるこの計画そのもの、これが地域の皆さんに本当にいいきっかけだとい

うふうに思われているのかどうなのか。そこの部分が、まず、足らないの

ではないのかなというのを私は感じています。こういったスケジュール案

は出ておりますけれども、そういった意見が、今、もう原案という形です

よね。そこにどう盛り込まれているのか、どう変更されたのか、今後どう

いうふうに発展していくのかというところが、この審議会以前に地域の皆

さんと豊島区との間の共通性といいますか、本当に一体としてつくり上げ

てここまで来ているのかというところが、大いに疑問だなというところを

感じています。だからこそ、私も、こういうままで、この都計審で諮問・

付議がされて、都市計画決定になっていくというこのスケジュールを見て、

非常に不安というか、自分でもどう判断していいのかというところの不安

というのは、きょうの段階で大いに感じました。それは私の感想です。  

会  長  ありがとうございます。資料等の配付というのは、基本的には全世帯の

居住者を含めて、それから、地区外におられる関係権利を持たれている方

には郵送で配っているというのが前提です。で、丸かばつか書いてくださ

いということをアンケートで聞いているわけではありませんので、ご意見

のある方がご意見をいただいているということになりますので、パーセン

トということでなかなか言いにくいところがあります。  

      逆に言うと、その出てきた意見書の意見をどこまで慎重に考え、まちは

一つしかありませんので、正反対の意見が出た場合に、その需要をどうと

っていくかということになろうかと思うんですが、それで、そこのまちづ

くり方針の中に賛成・反対を含めたさまざまな意見をどういうふうに盛り

込んで、今後のまちづくりの方針とするか。  
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      地区計画も、表でしかありませんので、非常に無機質的にルールという

ものを定めるんですが、それをどう運用するかという面が、まさにまちづ

くりそのものにかかわってくるんだろうと思います。そういう意味で、今

回、手続を含めてかなり慎重に進めてきたこの４地区のまちづくりについ

て、いま一度、その一覧表で整理して、これはこうですということだけで

はない、その背景にある区としてどういうまちづくりをするのかという思

いが、やはり伝えられなければいけないだろうと思いますので、先ほど小

泉委員からご指摘いただいたような形で、それぞれ地区ごとのまちづくり、

表の都市計画的な方法論で言っちゃうと、四つの地区でも同じパターンで

とられちゃうんですが、まちが全部違うんだから、同じ方法を使っても、

そこで狙っている方針というのは違うはずですから、その違いというか、

こういうまちづくりをするんだということを区民説明会とか区民の皆さん

の意見を踏まえて、区としてもう一度、少し検討し直してというのか、説

明をもう一つ踏み込んで、工夫していただけるといいかなと。もう一つ踏

み込んで、方針というのを示していただけると、多くの方に満足していた

だけるのではないかなというふうに思っております。  

      難しいことを言っているんですけれども、でも、４地区同じパターンで

すというふうに受け取られてしまうというのは、非常に悲しいことですの

で、それぞれのまちが、それぞれのまちを大事に、こんなまちづくりをし

たいんだということを伝えていけるような形で１１月の説明を期待したい

なと思っております。 

      もう、あと１０分しか時間がないので、ちょっと延長させていただくこ

とになると思うんですが。もう一つ、報告の５というのがございますので、

報告の５についてご説明させていただいてよろしいでしょうか。  

（異 議 な し） 

会  長  それでは、報告の５について説明をお願いいたします。  

都市計画課長 では、報告の５についてご説明をさせていただきたいと思います。報

告の５につきましては、造幣局地区地区計画と公園ということでございま

す。 

      前回の本審議会におきまして、この資料の２枚目、資料の２についてご

説明をさせていただいたところでございます。復習にもなりますけれども、

ちょっと、２ページ目の資料２の右側だけ、簡単にご説明をさせていただ
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きます。 

      今回、地区計画の都市計画決定と都市計画公園の都市計画決定というこ

とで、２本進めようとしているものでございます。  

      まず、地区計画でございますけれども、（３）の目標、災害に強く、文

化とにぎわい、そして市街地整備部分については、３分の２につきまして

は、文化交流機能ゾーン、それから３分の１については、にぎわい機能ゾ

ーンといったことで市街地を整備していくと。  

      防災公園につきましては、市街地整備と一体となって防災機能の向上を

図るといったことでございます。  

      地区計画に関する事項といたしましては、その他の意匠、垣、さく等の

制限をかけていこうといったところでございます。  

      右側に行きますと、壁面の位置の制限でございますけれども、道路から

道路境界までの水平距離２メートル、これについては建物等々工作物をつ

くらないといったところでございます。また、文化交流機能、にぎわい機

能の間、ここで言う緑の部分でございますけれども、水平距離５メートル

以上、敷地境界から５メートル以上を空間としてあけることとしておりま

す。 

      それから、防災公園でございますけれども、市街地整備区側と青い丸で

ございますけれども、２メートルの壁面をとるとともに、隣地境界まで水

平距離６メートルについても建物を建てないといったところの制限をかけ

ようしているものでございます。これが地区計画の内容でございまして、

また、都市計画公園でございますけれども、これにつきましては、現在、

総合体育場１．５４、黄色い部分でございますけれども、ここに都市計画

法に基づく都市計画公園として都市計画決定がされておりますけれども、

運動場として利用されているということで、公園としての共用開始がされ

ていないという部分でございます。  

      今回、防災公園として１．７ヘクタールの都市計画決定を予定しており

ますので、それによりまして総合体育場部分の１．５４については、こち

らの防災公園の１．７ヘクタールのほうへ付け替えるというようなことで

都市計画決定を進めていこうとしております。それによりまして、運動場

の存続ですとか、区有施設の機能更新、これらを含めて今後この地区周辺

のまちづくりを進めていくためにいろんな選択肢を持つといったご説明を
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前回させていただいたところでございます。  

      それでは、１ページ目に戻っていただきたいと思います。これからの内

容につきまして、右側、１６条の縦覧、これにつきましては、地権者を対

象として縦覧をいたしたところでございます。意見書１通をいただいたと

ころでございます。この内容についての意見はなしといったところでござ

います。 

      また、都市計画第３・３・３０号、西巣鴨公園、これについても意見書

１通ということでこの都市計画の内容、地区計画、都市計画公園について

の意見書、意見なしといったところでございます。  

      また、都知事協議でございますけれども、地区計画につきましては７月

３１日に知事に協議の結果ということで、都としては意見はありませんと

いうことでいただいているところございます。  

      また、公園につきましては、これ、知事協議を８月４日に申請をしてお

りますが、まだ、都のほうで決裁中とお聞きしております。これにつきま

しても、都としての意見はございませんといった内容でございます。      

今後の都市計画手続でございますけれども、１０月９日へ都市計画案の説

明会を予定しております。また、その後、１７条の縦覧、意見募集、そし

て、１１月の都市計画審議会に報告、１２月下旬に付議といったことで、

都市計画決定へ進めていこうといったところで考えているところでござい

ます。 

      ２枚目に手続のスケジュール、今お話をしたとおり、９月の都市計画審

議会報告から、説明会、１７条を経まして、１月には都市計画決定に進め

ればといったところでございます。都協議も完了したといったところでご

ざいます。 

      また、次の資料につきましては、この都市計画の図書でございます。図

書につきましては、先ほどのご説明した内容がお示しをされておりますの

で、説明については割愛をさせていただきたいと思います。  

      簡単ではございますが、造幣局地区のまちづくりについての説明は以上

でございます。 

会  長  はい。ご質問等ございましたら承りたいと思いますが、よろしいでしょ

うか。 

委  員  防災公園に関連して、この間のワークショップをやったりとか、イメー
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ジの防災公園に関連しての部分というのは、ある程度、イメージ化ができ  

     るんですけれども、そうでない市街地整備区域の部分のところは、素人目 

で見てわかるような絵とかというのはないみたいな気がします。 

      今回の、当然、造幣局地区まちづくり計画となると、そこも入るのかな

というふうに思いますが、そこを教えてください。  

都市計画課長 市街地部分でございますけれども、この図面、１枚目の左下の土地利

用方針図の中では、文化交流機能、教育研究機関の誘導ということと、に

ぎわい機能の誘導ということで１．５ヘクタールということでございます。

公園については１．７ヘクタール、残りの１．５ヘクタールについては市

街地整備をしていくといったことでまちづくり計画がされているところで

ございますけれども、この３．２ヘクタール全体の事業につきましては、

ＵＲ都市機構が防災公園街区整備事業ということで公園をつくる、それで

市街地を整備するといった一つの事業の中で行っていくという計画になっ

てございます。 

      そういった中で、市街地整備区域、これ、教育研究機関となっておりま

すけれども、造幣局さんが来年の９月に移転をし、その後、ＵＲさんが解

体、土壌の整備等をしていく中で、エンドユーザー、どの方が建てるかと

いうエンドユーザーをプロポーザルになるのかというのは思いますけれど

も、決めていくことで、現時点でどういった方がどういった建物を建てる

かというのが決まっていない状況でございますので、今回、都市計画の中

では、とにかく道路沿道２メートルについては、建物は建てられない部分、

そして文化交流機能とにぎわい機能の間、これは敷地境界から５メートル

ずつ壁面を定めますので、そこに１０メートルの建てられない空間をつく

る。敷地内ではございますけれども。そういったことで、それと、あと、

防災公園側にも、やはり壁面を定めるということで、その範囲内で計画を

していただくというような条件を定める都市計画を、今回は決定に向けて

手続を進めていこうということで、その中にどういった形の、どういった

ものができるのかというものに関しましては、やはり、まだエンドユーザ

ーが決まってからといったことになろうかなと思います。  

委  員  この間、造幣局の南地区の懇談会等々に参加をさせて、参加というか、

傍聴させていただいたりしていますが、基本的にこのにぎわい機能の誘導

地区のところに民間さんが住宅を建てて、こちらの南地区のほうからそち
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らに移るというようなお話がちょっと出たりとか、南地区に近いところで

は、住宅がここにできるのかなとかというイメージというのは持てるんで

すけれども、全体にどの程度の高さのどんなようなまちの一角になってい

くのかとか、やっぱり、そこら辺というのは、私は都市計画決定をする上

で大変重要なんだろうというふうに思っているんです。防災公園を片やつ

くり、あとは、じゃあ、それぞれの、ＵＲさんがいろんな形での開発をす

るでしょうと。で、それはそれですよというやり方では、やっぱりこの貴

重な空地を区民にどう還元をし、何というのかな、一つのまちづくりの場

所にしていくというようなことを考えたときには、ある程度、私は制限を

つけるようなことも含めて検討すべきではないかというふうに思っていま

す。そこら辺でどういうご答弁をいただけるかわかりませんけれども、考

え方として、私は当然のことだろうというふうに思いますので。お願いし

ます。 

都市計画課長 今回の地区計画では、壁面ですとか用途について、ある程度定めよう

としておりますけれども、現在のベースである第一種住居の４００％を変

えたりとか、容積を上げたりということは、現時点の地区計画の中では考

えていないといったところでございます。これだけのまとまった敷地でご

ざいますので、総合設計ですとかそういった手法というのは、当然使える

のかなとは思いますけれども、現時点でここに８００だ、１，０００だと

いうようなものが建てられるような都市計画に進めるということは、今の

ところ考えておりません。 

      そういった中で、まず、エンドユーザーがわからない中で、道路から一

定の幅は歩道状空地として建物を建てられない空間として壁面を定めると。

用途を定めるといったことの都市計画を今回は進めていこうというふうに

考えているところでございます。 

会  長  よろしいですか。ほかにありますか。  

      よろしいですか。きょう、皆さんの机上のところに、この新しくできた

豊島区の都市づくりビジョンというのがあると思います。これが都市計画

の基本方針、その中の１７５ページです。池袋東地域というのがあります。

ありますというか１６８ページから１７９ページまで。この中の１７８ペ

ージ、１７９ページのところを開いていただくといいわけですが、この造

幣局跡のまちづくりだけが独立してあるのではなくて、周辺の地域とのま
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ちづくりの関係で、この造幣局跡のまちづくりをどうするかということを

これまでも議論してきたということです。  

      ただ、今回、都市計画で決定するのは、周辺のまちづくりとの関係を踏

まえた上で、この造幣局跡地について地区計画を定めるということになる。

そのことを決定します、今、委員からご質問があったようなことを踏まえ

ると、やはり、この都市計画決定に当たって、この東池袋地域を中心に、

この木造密集市街地との関係性について、もう少し説明をしていただきた

いということも含めると、この方針、この１７８ページ、１７９ページに

かかわるようなあたりも、次回、少し含めたご説明をしていただくことが、

繰り返しかもしれませんが、大事かなと思いますので、先ほどの委員の質

問を含めて、地域の中でのこの公園の位置づけ等を踏まえた上で、こうい

う都市計画を進めないと。 

      この造幣局跡地の都市計画の決定に伴って、直接ではないのですが、道

路をもう１本南側に８１号までつなげた形で整備していこうと。これは今

後、この公園化を図るに当たって出てくる事業ということ、関連する重要

な事業ということにもなりますので、そのあたりを含めたまちづくりとし

てどうしていくのかということを、少し区として補足的に説明をしていた

だくということもお願いをしておきます。  

      先ほど、特定整備路線と不燃化特区についての説明について、区として

どういう方向でどういうまちづくりをするのかということとも同じような、

いわば文脈で、コンテンツでどういうまちづくりを目指すので、この地区

の地区計画をこういうふうにするんだということを少し懇切にご説明いた

だくように努めていただければなというふうに思います。  

      今日は、これまでの経過を含めた報告ということでした。都としては、

特に意見はございませんということですが、これは、いわば豊島区のセン

トラルパークをつくるような事業ですので、まちづくりとしてはどういう

へそをつくって、豊島区の新しいまちづくりに生かしていくのかというこ

とを改めて決定する前に、位置づけを含めたご説明をいただいたほうがい

いのかなと思いますので、ぜひ、そういう方向で進めていただければなと

思います。 

委  員 あとは、ＵＲさんが事業を行う主体だということで、ＵＲさんがプロポー

ザルをされるのかとか、そこをプロポーザルされるときの条件って、やっ
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ぱりつけていくわけですよね。それに区がどうかかわるのか、かかわらな

いのかというような今後の事業を行う上での区とＵＲの調整をどう行うの

かと。その際に重要なポイントとして、この地区計画の範囲が全てなのか

どうなのかという話ですね。地区計画はもう決めたので、あとは、もうＵ

Ｒでご自由にというようなスタンスでやるのか、これは、やっぱりプロポ

ーザルに当たっては、少なくとも区も関係しながら、その条件等について

調整をしながら行うというの等はお考えだと思うんですが。そういうこと

がわかると、ほかの皆さんもそこで安心するんじゃないかと思います。今

の段階ではここしか決めていないんだけれども、その後、ＵＲに全てやら

せるわけではないし、ＵＲなら、選定した事業者は、好き勝手全部できる

わけではない。それで、そこはちゃんと区がハンドルを握るんですよとい

うところがわかればいいのではいなかと思います。  

会  長  はい。どうぞ。 

委  員  すみません。手短に。ここの場所は、東池袋四・五丁目地区、地区計画

がかかっている場所だと思います。東池袋四・五丁目は、地区計画ができ

ていますので、今日は議論が出ていないと思うんですが。ここの場所だけ

高さ制限が地区計画の次に抜かれているんですね。で、今、都市再生緊急

整備地域にここが指定されていますので、ここは、どちらかというと、に

ぎわいをつくるほうがふさわしい地域なのではないかというふうにも、個

人的には感じたりもしています。  

      緊急整備地域に指定されたのが７月ですので、それ以降、初めての審議

会になると思いますが、この東池袋四・五丁目地区について、地区計画の

見直しはする必要がないかなというふうな、疑問を一言述べさせていただ

きたいと思いまして、お話しさせていただきました。  

会  長  今の点については、現状で区としての大きく、ちょっと情報が変わった

ということですよね。方向が。変わったというか、付加されたというのか

な。 

地域まちづくり担当部長 よろしいでしょうか。今のご質問の中で造幣局地区の３．

２ヘクタールについては、四・五丁目の地区計画のエリアには入ってござ

いません。 

委  員  そうですか。 

都市計画課長  はい。で、都市再生緊急整備地域との関係なんですけれども、現状
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の都市計画、地区計画の内容ですね、今のところ大きく変える予定はあり

ません。造幣局南地区のまちづくりについては、地元に入ってやっており

ますけれども、あそこは、今ご指摘があった高さ制限がないところが造幣

局南地区になっております。いろんな都市開発諸制度を使いながら、共同

化も含めて検討しているというのが今の段階ですので、それができ上がっ

た段階で、沿道で高度利用地区を使って、市街地再開発事業をやっている

ところもありますけども、あれと同じような手法を使うのかということも

含めて、地域の皆様と検討した上で、その結果として、もしかすると、地

区計画の内容を若干変えるということもあるのかもしれませんけど、現時

点では、大幅な変更を加えるつもりはないということでございます。  

会  長  よろしいでしょうか。都市再生緊急整備地域、これまではなかったんで

すよね。３大副都心というか、そういう都市再生の整備から外されていた

んですが、ようやく今度、池袋周辺地区の安全確保計画をつくるというよ

うなことも含めて、新しい池袋周辺のまちづくりが出てくると。その池袋

駅周辺から見ると、ちょっと「へり」なのですけれども、実は、豊島区全

体から見ると、私はセントラルパークなので、公園だからにぎわわないと

いう話ではもうないだろうと。公園を使って、いかに新しいにぎわいをつ

くるかということも含めた取り組みになっていくのではないかなと、実は

期待もしているところがあって、そういう意味で、ここに公園ができるこ

とでどういう地区を新しく展開するのかというようなことを少し東地域の

まちづくりとしても考えてあげるといいかなというふうに思っています。 

      そんなことを先ほど、まちづくり方針としてこの公園というのはどうい

う位置づけになるのかということを少しご説明いただいた上で、道具とし

て、防災公園とその地区計画をつくり、かつ、ＵＲを含めた事業で進めて

いくというあたりのストーリーを、シナリオと言うんでしょうか、それを

少しご説明いただいて、改めてこんなまちづくりを進めるんですというこ

とをご説明いただけるといいと思っておりますので、よろしくお願いした

いと思います。 

      ちょっと予定よりも時間を過ぎていますが、次回、次々回、最初からち

ょっと３時間か４時間コースで内容によりますけれども、時間を設定させ

ていただきます。大学と違って４時間だから４時間やらなきゃいけないわ

けではないんです。うまく説明されて、皆さんがご理解いただければ２時
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間、３時間で進めるかもしれません。また、さらに、そこでいろんなご意

見が出て、詰めることが出てくれば、時間が足らないとなる可能性もある

んですが、審議会だから２時間ではなく、今回は内容がすごくたくさんあ

りますので、ここから、あと２回あるいは３回ぐらいの審議会をちょっと

時間を多目に、あらかじめ設定させていただくようなことで進めさせてい

ただければと思います。よろしくお願いしたいと思います。  

      本日は報告ということですので以上なんですけれども、もし今後の進め

方、そういう、ちょっと時間延長も含めたことでご了解、先ほどいただき

ましたが、改めてご了解いただければ新方向で進めたいと思いますので、

よろしくお願いします。 

      それから、今日の資料を本当に細かく見ようとすると相当時間がかかり

ますので、可能な限り、一度お目通しいただいていければなというふうに

思います。それを全地区でやっていると、もう時間が幾らあっても足りま

せん。そういう意味で、今日は４地区の資料について、それぞれ束ねても

らいました、地区ごとに。で、それぞれの地区ごとにお目通しいただくこ

とで、こういう地区で、こういう計画で、こういうまちづくりをしようと

していて、これまでの説明に対して区民の皆さんからは賛成あるいは、そ

の他意見を含めたこんな意見が出ているんだということで、改めてご確認

いただければなというふうに思います。区としても、改めてそういうまち

づくりという視点で、なるべくこれらの意見を反映して、より良い豊島区

のまちづくりが進むように計画をつくるということですけれども、いま一

度ご検討いただければなというふうに思います。  

      ちょっと、時間を大分過ごしてしまいましたけれども、ご意見ほかにな

いようでしたら、きょうはこれで終了させていただこうと思いますが、よ

ろしいでしょうか。 

（異 議 な し） 

会  長  審議会としては以上にさせていただきますが、事務局に、あと、今後の  

ことを含めてお願いいたします。  

都市計画課長 本日は、長時間にわたりましてお疲れさまでございました。次回の都

市計画審議会でございますけれども、予定では１１月１８日、また午後６

時からでございます。ちょっと、先ほど時間のお話もありましたので、再

調整をいたします。 
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委  員  開始時間を少し調整して。  

都市計画課長 調整させていただきたいと思います。  

      内容につきましては、本日の５件について、また報告ということになり

ますので、よろしくお願いいたします。後日、正式なご案内をお送りさせ

ていただきたいと思います。  

      本日は、いろいろ不手際もありまして申しわけございませんでした。以

上でございます。 

会  長  はい。では、開始時間も含めて改めてご案内させていただきますので、

よろしくお願いいたします。第１６７回の豊島区都市計画審議会、これで

閉会したいと思います。どうも遅くまでありがとうございました。  

（閉会 午後８時１７分） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



44 

会議の結果 

報告１ 東京都市計画 地区計画等の原案について（補助81号線沿道巣

鴨・駒込地区） 

    説明 

報告２ 東京都市計画 地区計画等の原案について（上池袋二・三・四丁

目地区） 

    説明 

報告３ 東京都市計画 地区計画等の原案について（池袋本町地区）  

    説明 

報告４ 東京都市計画 地区計画等の原案について（補助172号線沿道長崎

地区） 

    説明 

報告５ 東京都市計画 地区計画等の案について（造幣局地区）  

    説明 

提出された 

 

資 料 等 

報告１～４に関する共通資料 

・特定整備路線沿道地区地区計画等の概要について  

参考資料１号木密地域不燃化10年プロジェクトとまちづくりの取組み  

参考資料２号特定整備路線沿道地区都市計画手続きのスケジュール（案）  

 

報告１に関する資料 

資料第１号まちづくりルール（地区計画等）の素案に関する説明会及び意見

書提出の概要 

資料第２号 補助81号線沿道巣鴨・駒込地区まちづくり方針  

資料第３号現況の制限と原案との対比表（補助81号線沿道巣鴨・駒込地区）  

資料第４号地区計画の区分図（補助81号線沿道巣鴨・駒込地区）  

 

報告２・３に関する資料 

資料第１号  まちづくりルール（地区計画等）の素案に関する説明会及び意

見書提出の概要 

資料第２号 池袋本町・上池袋地区まちづくり方針  

資料第３号  現況の制限と原案との対比表（上池袋二・三・四丁目地区・池

袋本町地区） 

資料第４号  地区計画の区分図（上池袋二・三・四丁目地区・池袋本町地

区） 

 

報告４に関する資料 

資料第１号  まちづくりルール（地区計画等）の素案に関する説明会及び意

見書提出の概要 

資料第２号 補助172号線沿道長崎地区まちづくり方針  

資料第３号 現況の制限と原案との対比表（補助172号線沿道長崎地区） 

資料第４号 地区計画の区分図（補助172号線沿道長崎地区） 
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報告５に関する資料 

資料第１号 造幣局地区地区計画等について 

資料第２号 造幣局地区地区計画等の概要について  

資料第３号 東池袋四丁目42番地区地区計画（案） 

資料第４号 東京都市計画公園の変更（案） 

資料第５号 都市計画手続きのスケジュール（案）  

参考資料１号 協議結果通知書（東池袋四丁目42番地区地区計画） 

参考資料２号 協議結果通知書（都市計画公園の変更）  

その他  

 

 


